
 2017年2月17日　　　　　　隣 保 館 だ よ り　 第368号 （4）

発行◉九重町隣保館
大分県玖珠郡九重町大字右田3088－2
TEL：0973-76-2468 FAX：0973-76-2446

2017年 2月号

第368号 

月　　日 行　事　名
3月　7日(火) 陶芸教室
3月10日(金) 飯田ふれあいサロン
3月15日(水) ストレッチ体操教室
3月16日(木） デイサービス事業（すずらん会）
3月20日(月） 編物教室
3月23日(木） デイサービス事業（ひまわり会）

月　　日 行　事　名
２月20日(月） 編物教室
2月22日(水） デイサービス事業（ひまわり会）
2月28日(火) 歌声サロン
3月　2日(木) デイサービス事業（たんぽぽ会）
3月　3日(金) 生花教室

3月　6日(月)
編物教室
隣保館利用者学習会

◇これからの行事◇ 【月・木は人権相談日】

平成29年度隣保館地域交流教室生徒募集

毎月第1金曜日
午後1時30分～
■場所：隣保館
■募集人員：15人程度
*材料費がかかります。

毎月第3水曜日
午後1時30分～
■場所：隣保館
■募集人員：25人程度

毎月第1月曜日　午後1時30分～
毎月第3月曜日　午後1時30分～
■場所：隣保館
■募集人員：10人程度
*材料費がかかります。

毎月第１火曜日　午前１０時～　　　　
●場所：隣保館　　●募集人員：１５人程度　（内容によって材料費がかかります）
※平成２９年度新しく開講します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一緒に「こころ」と「からだ」パワーアップしませんか？
●内容：ハンドベル・リズム体操・陶芸・大人のぬりえ等　　　　　　　　　　　　　　

※募集期間　　３月１日（水）～３月１０日（金）
・申込者が多い場合は、新規応募者を優先させていただきますのでご了承ください。
・講師等の都合により開催日を変更する場合があります。
・詳しいことは、隣保館（電話０９７３－７６－２４６８）までお尋ねください。

ストレッチ体操教室生け花教室

歌声サロン 編み物教室

隣保館パワーアップ教室

毎月最終火曜日
午前10時～
■場所：隣保館
■募集人員：25人

みつば子ども園『豆まき』

心の中
心の中をのぞいてごらん

ほら　いろいろな心がみえるよ
やさしい心がニコニコ笑ってる

鬼は外　福は内
みんなもってる　やさしい心
大きく　大きく　なーれ
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◆部落差別解消推進法とは？

　現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の
変化が生じていることを踏まえ、基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別の
解消を推進するため基本理念を定めると同時に、国及び地方公共団体の責務を明らかにする
ことを目的とした法律です。
◆条文の趣旨

　第１条（目的）：現在もなお部落差別が存在しており、基本的人権の享有を保障する憲法の
理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的とする。
　第２条（基本理念）：部落差別のない社会を実現するため、国民の理解を深めながら部落差
別を解消する施策を行うこと。
　第３条（国及び地方公共団体の責務）：国及び地方公共団体は連携を図り施策を講ずること。
　第４条（相談体制の充実）：国及び地方公共団体は、部落差別に関する相談に的確に応じる
ための体制の充実を図ること。
　第５条（教育及び啓発）：国と地方公共団体は、適切な役割分担を行い教育及び啓発に努め
ること。
　第６条（部落差別の実態に係る調査）：国は、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態
調査を行うこと。
※部落差別解消推進法は、「部落差別」の名称が付く初の法律であり、部落差別やインター
ネットを通じて拡散する特定の人々への憎悪や差別などの今日的な人権課題にも対処する
指標となることが期待されます。

１月２５日（水）にここのえ緑陽中学校３年生の人権
授業が「結婚について考える」というテーマのもと、
部落解放同盟九重支部との交流学習会が行われまし
た。ここのえ緑陽中学生３年生は、年間指導計画と
してこれまで１次「結婚相手はどんな人」２次「素
敵な結婚」３次「宿毛結婚差別」４次「九重町隣保
館差別落書き事件」の学習を行っており、今回５次
は「結婚差別」について学習しました。人権教育の

まとめとして、差別や偏見を超えて自立した生き方を学ばせたいとの思いで、部落解放同盟
九重支部の方をゲストティーチャーとして、実際に結婚差別を受けた事を話し意見交換をし
ました。生徒自身が自分をみつめながら、部落差別をはじめとするあらゆる差別とたたかっ
ていく意思と決意が育っていく事を願い交流学習会を終わりました。

   隣保館では、地域福祉事業としてデイサービスを行っています。現在、たんぽぽ会（７
期生１２名）すずらん会（８期生１４名）飯田ふれあいサロン（７名）ひまわり会（９期
生１３名）の皆さんが人権学習を基本にビデオ学習、人権講話、作品づくり、ハンドベル、

バスハイク、館外研修、など楽しく学んでいます。人
権学習の学びの場を通して、自分自身の人権感覚を磨
くとともに、人と人の心の交流を通し、仲間作りや人
権の輪を大きく広げています。

隣保館では、地域福祉事業としてデイサービスを行っています。飯田地区の高齢者
の方々へ「飯田ふれあいサロン」の受講生を募集します。
　
✿　募集人数：　１５人程度
✿　日　　時：　毎月第２金曜日　　午前１０：００～１１：３０
✿　場　　所：　飯田公民館及び湯沢集会所
✿　対   象   者：　飯田地区に居住し、満７０歳以上の方で介護認定を受けていない人。
✿　そ   の   他：　会費は、無料ですが、材料費など自費がかかる場合があります。
✿　募集期間：　３月１日（水）～３月１０日（金）（隣保館へ電話で申し込んでください）
✿　申   込   先：　九重町隣保館　電話　０９７３－７６－２４６８
　　　　　　　   （ 詳しいことは隣保館までお尋ねください ）　　

隣保館お出かけ
「飯田ふれあいサロン」の募集

ここのえ緑陽中学校３年生交流学習会

【２０１６（平成２８）年１２月１６日施行】
「部落差別解消推進法」が成立しました隣保館デイサービス事業

ハッスルシルバーズの学習の様子
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